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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則  

（平成十八年二月二十八日）  

（厚生労働省令第十九号）  

（指定特定相談支援事業者の指定の申請等）  

第三十四条の五十九 法第五十一条の二十第一項の規定に基づき指定特定

相談支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村

長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した

申請書又は書類（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、

インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、こ

の限りでない。 

一 事業所の名称及び所在地  

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、

生年月日、住所及び職名  

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日  

四 申請者の登記事項証明書又は条例等  

五 事業所の平面図 

六 事業所の管理者及び相談支援専門員（障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の

人員及び運営に関する基準（平成二十四年厚生労働省令第二十八号）

第三条第一項に規定する相談支援専門員をいう。以下同じ。）の氏名、

生年月日、住所及び経歴  

七 運営規程 

八 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要  

九 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態  

十 法第五十一条の二十第二項において準用する法第三十六条第三項各

号（同項第四号、第十号及び第十三号を除く。）に該当しないことを

誓約する書面（以下この条において「誓約書」という。） 

十一 その他指定に関し必要と認める事項  
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２ 法第五十一条の二十第一項に規定する主務省令で定める基準は、次の

各号に定めるところによる。  

一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第十九条に

規定する運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定

めていないこと（事業の主たる対象とする障害の種類を定めている場

合であって、他の指定特定相談支援事業者と連携することにより事業

の主たる対象としていない種類の障害についても対応できる体制を確

保している場合又は身近な地域に指定特定相談支援事業者がない場合

に該当することを含む。）。  

二 法第八十九条の三第一項に規定する協議会に定期的に参加する等医

療機関や行政機関等の関係機関との連携体制を確保していること。  

三 特定相談支援事業所（法第五十一条の二十第一項に規定する特定相

談支援事業所をいう。以下同じ。）において、相談支援専門員に対し、

計画的な研修又は当該特定相談支援事業所における事例の検討等を行

う体制を整えていること。  

３ 法第五十一条の二十一第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者

の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号（第三号及び第十号を

除く。）に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、

当該指定に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければな

らない。ただし、第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類

（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネット

を利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。  

一 現に受けている指定の有効期間満了日  

二 誓約書 

４ 前項の規定にかかわらず、市町村長は、当該申請に係る事業者が既に

当該市町村長に提出している第一項第四号から第九号までに掲げる事項

に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出

を省略させることができる。  
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５ 市町村長は、法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十

一条の二十第一項の規定に基づき指定特定相談支援事業者の指定の更新

に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から法第七十六条の

三第一項の規定に基づく報告がされていることを確認するものとする。  

６ 第一項本文及び第三項本文に規定する申請書は、こども家庭庁長官及

び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。  

（平二四厚労令四〇・追加、平二五厚労令四・平三〇厚労令三一・

平三〇厚労令九二・令五厚労令四八・令六内府厚労令三・令七内府

厚労令三・一部改正） 

（指定特定相談支援事業者の名称等の変更の届出等）  

第三十四条の六十 指定特定相談支援事業者は、前条第一項第一号、第二

号、第四号（当該指定に係る事業に関するものに限る。）及び第五号か

ら第七号までに掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項

について指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長

に届け出なければならない。ただし、同項第四号に掲げる事項を記載し

た申請書又は書類（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、

インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、こ

の限りでない。 

２ 指定特定相談支援事業者は、休止した当該指定計画相談支援の事業を

再開したときは、再開した年月日を当該指定特定相談支援事業者の事業

所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。  

３ 指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、

又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、

次に掲げる事項を当該指定特定相談支援事業者の事業所の所在地を管轄

する市町村長に届け出なければならない。  

一 廃止し、又は休止しようとする年月日  

二 廃止し、又は休止しようとする理由  

三 現に当該指定計画相談支援を受けている者に関する次に掲げる事項  

イ 現に当該指定計画相談支援を受けている者に対する措置  
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ロ 現に当該指定計画相談支援を受けている者の氏名、連絡先、受給

者証番号及び引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの

提供を希望する旨の申出の有無  

ハ 引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望

する者に対し、必要な計画相談支援を継続的に提供する他の指定特

定相談支援事業者の名称  

四 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間  

４ 第一項の規定による届出は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定

める様式により行うものとする。  

（平二四厚労令四〇・追加、平三〇厚労令三一・平三〇厚労令九二・

令七内府厚労令三・一部改正）  

 


